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組合総会 開かれる 
 2011年度組合総会が 3月 19日に金沢
都ホテルで開催された。総会成立の要件

が確認されたあと，活動報告、および、

会計報告が行われ、次いで次期執行委員

が選出された。続いて 2012 年度の活動
方針と予算案が承認され閉会。引き続い

て懇親会が催された。懇親会では停年退

職された執行委員の田村光彰教授、田端

淑矩講師の送別も行われた。 
 

 
2012年度執行委員 
  執行委員長  荒川 靖  
  副執行委員長 木津治久 
  書記長    三国千秋 
  会計     武野 哲 
  執行委員   佐々木昌子 
会計監査   永井外夫 
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第１回団体交渉 
 例年、賞与の時期には団体交渉を行い、賞与額をはじめ、その年度の組合要求事項に

ついて話し合ってきた。またここ数年、大学の経済的不振のため、正規の賞与が支給さ

れておらず、交渉は平行線をたどってきた。組合が早い段階で団交を要求して、たとえ

それが実施されても、賞与に関しては中川専務の「まだ何も決まっていないから答えら

れない」の常套句に終始してきた経緯がある。賞与額の平均支給月数が提示されても最

初は 0.8ヵ月などと低い数字であり、団交または三役交渉を経て最終的に平均で 1ヵ月以
上に引き上げたと喜んでみても、上がったという実感は得られないものだった。すなわ

ち、平均的な教職員が必ずしも平均月数の賞与を得られるわけではないのだ。一部の高

額受給者だけは支給額が増えて全体での平均月数が上がる一方で、一般の教職員は何も

変わっていないのではないか、との疑念さえ生まれる。もしそうだとすれば、組合は非

組合員である一部の管理職の賞与アップのために交渉しているという悲しい結果になる。 
 さて、6月 5日に第１回団体交渉が開催された。議事は「賞与について」であるはずだ
ったが、中川専務から「この協議の後に夏季一時金（賞与のこと）を決めなくてはなら

ない仕事があるから短時間で終了してください」との要望があった。 
 続いて財経・施設課長から大学の逼迫した経済状況の説明がされた。長い説明であっ

たが、賞与額の交渉をするために必要な細目を公表しなかったのは従来通りであった。 
 そこには賞与支給額を抑えたい法人の意図が露呈していた。そして結局、具体的な賞

与の支給額については言及されなかった。 
 組合は、賞与のベースとなる基本給において、潤沢な経営状態であった 10年以上前か
ら定期昇給が著しく低く抑えられていることを指摘し、抗議した。組合の要求は「普通

にして欲しい」。この一点である。 
 結局、6月 8日に「志」なるかたちで賞与は支給された。 
 交渉で支給額が動くことを前提にすれば、あり得ない迅速さではある。 
 
第２回団体交渉 
 前期に本年度の組合要求事項（末尾に掲載）を提出するタイミングを逸し、後期に提

出するとともに法人に団交を申し入れた（10月 10日）。10月 23日になって法人からの
回答書と思しきものが渡されたが、発行人は「事務局長 泉 洋成」となっていた。 
以前、押野氏が事務局長であったときは彼の氏名が記載されていたが、それは押野氏が

理事であったから可能だったのだ。ちなみに、理由は不明だが、泉氏は理事にはなって

いない。 
 それはともかく、10月 26日に我々は団交に臨んだ。いや、正確に言うと単なる協議で
あった。何とその協議には理事が一人も出席していなかったのである。しかし、法人の

代理として出席している管理職の人達の立場を勘案し、組合は協議に応じることにした。 
 冒頭に、法律に明記される「団体交渉」と単なる協議は別物であること、「団体交渉」

に法人が応じない場合、不当労働行為となることを指摘した。その後、要求事項に関し

議論の上、理事に伝えるよう要望して終了した。 
 
冬季賞与のための第３回団体交渉は無かった 
 冬季賞与に関し、具体的な議論ができる団交を組合は望んでいた。11月 29日になって
法人から 12月 3日に団交をしたい旨の連絡があったが、OSCE関係の公務で不可能とな
り、結局 12月 3日昼に三役交渉（交渉ではなく伝達会、しかも理事は欠席）が行われた。
12月 7日に賞与支給予定で昨年よりは平均支給月数が上回っているとのことだった。 
 「志」支給後、公務員の平均支給額が報道される度にあまりの差にショックを受けた

本学教職員は少なくないはずだ。 
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